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第７回 府中市緑の基本計画検討協議会 議事録 

■ 日 時：平成３１年１月２４ 日（木） １４ ：０ ０ ～ １６ ：２０ 

■ 場 所：中央文化センター４階第１会議室 

■ 出席者：（敬称略） 

   協議会委員（１０名）  千賀裕太郎、佐藤留美、後藤瑞穂、片山美智子、 

              山田義夫、小岩井雅人、葛西利武、三浦眞二郎、 

 田中善雄、松村良夫 

   事 務 局（３名）   轟課長、後藤課長補佐、宮本係長 

 

■ 欠席委員：０名 

 

■ 議事開会 

１ 報告事項 

  （１）第６回府中市緑の基本計画検討協議会の議事内容 

  （２）ポスターセッションの実施報告 

２ 議題 

   （１）今後の取り組み施策の検討について 

   （２）今後の検討協議会の内容（案）及び実施スケジュール（案）について 

３ その他 

    

 

■ 資料 

 第７回府中市緑の基本計画検討協議会 次第 

 資料１-１ 第６回検討協議会 議事録要旨（質疑応答） 

 資料１-２ 第６回府中市緑の基本計画検討協議会 議事録 

 資料２ ポスターセッション実施報告書 

 資料３ 今後の取り組み施策の検討資料 

 資料４ 取り組み施策イメージ 
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会 議 録 

＜１：報告事項＞ 

「（１）第６回府中市緑の基本計画検討協議会の議事内容」 

事務局より資料内容を説明 

 

会  長： はい。少し目を通していただいて、何か修正がありましたら、お申

し出ください。 

 

事 務 局： 会長。補足説明をさせていただきます。内容は今ご確認かと思いま

すけれども、前回の協議会におきまして、議題１、「将来の目標にお

ける新たな指標の設定について」の５番の項目でございますが、アン

ケート調査につきましては、地域別の違いがありますかというような

委員のご質問を頂戴いたしております。このことについて、本日配布

いたしました、先ほどの当日資料の２枚目、下のほうに上白紙の白い

紙のほうをお配りしたものでございまして、こちらの資料の方でご説

明させていただこうと思います。 

 

委  員： グラフの資料ですね。ちょっと白っぽい紙です。 

 

事 務 局： この中で、総合計画に関しまして市民意識調査というのが、市内全

域の人数の合計がアンケート結果の数字になってございます。合計値

につきましては 1,121 名の合計値の分析ということになってございま

すが、その 1,121 名の方の町別の分布といいますか構成につきまして、

そちらの表現をさせていただいております。総計につきましては、青

い棒、76.7％というところの内訳が町別ごとに分類されております。 

 

委  員： この青い棒は平均ですか。 

 

事 務 局： 平均値でございます。平均値につきまして、町ごとに満足度が高い

順に上から並べているところでございます。ちょうど真ん中、中段ほ

どに緑の線が引かれておりますが、中段から上、府中町から上が市の

全体の傾向より満足度が高い 21 地区、その下、満足度が若干低い 16

地域というところでございます。補足については以上でございます。 
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委  員： これは市の全体レベルより満足度が高いのと低いのとあると思うの

ですが、見たらわかるかなという、全体的にどの辺の地域の傾向が高

いというのは大体わかりますか。というのは、どの辺が満足度があま

り上がっていないとか、この辺は非常にどの町に行っても満足度が高

いというような、何かできれば府中の地図みたいな感じのほうが、や

はり北東側が満足度が低いとか、中心部の満足度が高いとか、一目で

わかるんですが如何でしょうか。 

 

委  員： 今の委員の発言のとおりですが、地図にどこの町が何％かというの

がわかると、それを並べてみるとすごくわかりやすいと思います。こ

れは結果として、地域別に違いがあるのかは確かにわかりますが、そ

れが何を言っているのかというところまでないとわからないかなと思

います。 

 

事 務 局： 中心部とその西部・東部、また、若干既成市街地に近い北側の北山

町、武蔵台とか、隣接する市の影響も若干あろうかと思います。その

ため、また何か資料でお示しさせていただこうと思いますが、本日は

こちらの方でご説明させてい頂きます。 

 

委  員： アンケートがとれているところとアンケートがとれていないところ

がはっきり分かれています。このようなことを補正する案分率という

か、例えばそのうちの５名をとるとか 10 名とるとか、例えば 34 人も

とっているところは例えば 10 人とって、全部 10 人ずつぐらい合わせ

て並べたときに傾向が見てとれるとか、そういのはあるのでしょうか。 

 

事 務 局： どのような対応ができるかも含めまして、ご説明できるような資料

を次回用意させていただこうと思います。 

 

会  長： よろしくお願いします。 
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「（２）ポスターセッションの実施報告」 

事務局より資料内容を説明 

 

委  員： 資料に書かれていないことへの意見なのですが、トイレの整備はす

ごく重要なので、それをしっかり取り組んでいただけないかなと思っ

ています。 

 

事 務 局： 委員のご意見として承っておきます。トイレにつきましては、非常

にご要望が多いところでございます。地域の要望を伺いながらしっか

り取り組んで行こうと考えております。 

 

委  員： 同様に資料に書いていなことなのですが、けやき通りについて、曜

日を変えて歩行者天国にするのはどうでしょうか。 

 

事 務 局： 日曜日や休日・祝日に、府中駅から大國魂神社の入り口までは歩行

者専用の広場として開放しているところでございます。 

 

委  員： ポスターセッションのアンケート結果ですが、市の仮説と比べて回

答内容はどのような傾向があったのでしょうか。 

  あと、次に、前回の検討協議会での会長から指摘についてはもう少

し反映したほうが良かったのではないでしょうか。それと、もう１つ。

資料８ページの「農地が少なくなってきたと感じる。公園だけでも下

をコンクリートで覆うのはやめてほしい」と書いてあるんですが、今

公園って掃除するとどんどん瓦礫が出るんですね。そういうのを市が

どう思っているのか教えて頂けますでしょうか。 

 

事 務 局： アンケート結果についてですが、市民の協働に関して思ったほど関

心が低いということが、ちょっと正直私どもとしては残念だったなと

いうところでございます。皆様方、こちらの委員会の皆様方も積極的

に公園の管理、また、それから、草花を植えていきたいとか、そこの

中でコミュニティのイベントを実施していきたいという声を頂戴して

いましたので、その辺の関心がちょっと低かったというのが予想とち

ょっと反したのではないかということでございます。 
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 予想が的中したのは、やはり緑が非常に多いということのご評価を

いただいたことで、会長もおっしゃっていただいたけやき並木、それ

から、歴史、文化、そういったものについてはしっかり守っていって

くださいという意見が非常に多かったなというふうに感じています。 

 続きまして、委員からのご指摘の件でございますが、できる限り図

表の配置や字の大きさについて、工夫はさせて頂いたところです。空

白を埋めて字を大きくしたりとか、細かいところをさせていただいた

のですが、なかなか実感として感じていただけなかったのはちょっと

残念かなと思っております。申しわけございません。 

 

委  員： 指摘を踏まえて写真だけのポスターを１つ作っていただいてもいま

すよね。あと、私も自分でつくるときにこれをどう表現するかという

のが、時間があれば結構イラストとかで表現できるところもあったか

なと思うんですけれども、あのタイトな中で限られた人数だったので、

ちょっと頑張りましたねと、私も実際見に行って思いました。私は

ル・シーニュのほうに行ったんですけれども、割と会場が見やすい形

ではありましたね。本当にもうちょっとイラストとかとりたいところ

ですけれども、正解だったのかなというふうには思いました。 

 

事 務 局： パネルをごらんになっている方にお声がけをしまして、口頭でのご

説明で補足をできる限りさせていただきました。 

 

会  長： こういう意見が各市民のほうから出てきたということは、それなり

にやはり理解していただきながら、さらにこういうふうにしてほしい

という意見だったと思うので、見に来られた市民には伝わったのでは

ないかと思います。多少字が多くて小さいという印象はありますけれ

ども、でも、市民の人々はそれをちゃんと確認しながら意見が出てい

るので、私はちょっと安心しました。 

 

委  員： 市の方が声かけして丁寧に説明してくれたのが、ポスターの文字が

小さいとかいうのをフォローしていたのかなと思います。 

 

会  長： ほかの市でこれだけの分布していないですよね。 
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委  員： 初めて見ました。 

 

会  長： ですから、市民としてはこれを見ただけでも驚いたという印象は第

一印象としてあるだろうと思います。 

 

事 務 局： 委員の３点目の公園からコンクリートが出てきているということで

すが、設置してから 25 年から 30 年超えた公園が府中市に多くござい

ます。これらの公園ですが、長年の雨や風、そういった利用頻度が高

いところについては地盤が若干下がってまいりまして、下の砂利層と

いうと、コンクリートというのは当時建設ガラと言うんでしょうか、

コンクリート塊のようなものを埋め戻しのほうで使っているというと

ころが若干市内でもあちこちに露出をしている場所が多くなってまい

りましたので、現在そういったところについては順次改修をしている

ところでございます。 

 

委  員： 資料７ページの「公園に防犯カメラをつけて警察と市が連携する」

と書いてありますが、私、新町第三公園で落ち葉を 140 袋ぐらい拾っ

たんですけど、40 袋盗まれました。何か自転車で何回も往復していっ

たとか、目撃者の話だと何かそうらしいんですよ。防犯カメラをつけ

たらどうかと思っています。 

 

事 務 局： 防犯カメラということにつきましては、やはり市内の繁華街の中で

死亡事故等も起こってございます。そういった中、商店街で防犯カメ

ラを設置している事例が幾つか市内ではございますが、現在のところ、

府中市内の公園または道路で防犯カメラを設置するという考えは今の

ところ特にございません。不法投棄や資源の持ち去りに関しては、市

の職員の点検パトロール等で対応していくという考えで進めていきた

いと思っております。 

 

委  員： 私は、菜園をふやしていくことを考えていけたらいいなと思ってい

るんですけれども、その点はいかがですか。 

委  員： このポスターセッションでいただいた意見というのはあくまで参考
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だと思うので、あと、具体的な取り組み施策とかにまた反映されてい

くものかなと思いますし、委員の皆さんのご意見なども含めて、最後

のほうの具体的なところに入ってくるという理解でよろしいですか。 

 

事 務 局： はい。ご理解のとおりです。 

 

会  長： それでは、次の項目、議題の１で今後の取り組みについてお願いし

ます。 

 

＜２：議題＞ 

「（１）今後の取り組み施策の検討について」 

事務局より資料内容を説明 

委  員： 基本方針①が「町のシンボルとなる樹木を守り、生かします」とい

うふうに「樹木」になっているのですが、別途もう１つ方針を立てて、

農地とかそのほかのものはどうかというところですね。樹木というと

どうしても１本の木、大きな木というイメージがありますけれども、

天然のもの、樹林地とかそういうものが入ってこなくなってしまうん

ですね。農地をふやしたとしても、樹林地というのがないとそれが入

ってこないので、この辺を方針の中にある程度少し見える形にしたい

なと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

委  員： 私の立場としては農地の関係なものですから、これを見たときに、

農地のことが全然見えなかったんですね。樹木だけではなくて、その

言葉が思い当たらないんですけれども、この辺ちょっと何かないかな

というのが今の気持ちです。以上です。 

 

会  長： 何かご意見ございますでしょうか。 

 

副 会 長： 樹木、樹林地、崖線、みんなシンボルという意味で言えばシンボル

ですよね。 

 

委  員： みんな入っちゃうんですね。かといって庁内のほうでは別に基本方

針②というような言葉が載っていますが、今言った説明でこれができ
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るかどうか。 

 

委  員： 基本目標①って、もう１つ戻りますと、「府中らしさを感じられる

緑」という中に全部入っていると思うんですが、その中の基本方針を

見たときに、シンボルというけやき並木というのは１つシンボリック

としてはいいのかなとも思うんですね。そのほかに、樹林地であった

りとか農地であったりとかというのも具体になっていないと、そこの

部分を何らか入れてやっていくといいのかなと。 

 

委  員： 今出た言葉を全部格上げするというのはだめなんですか。そこまで

大事な言葉であれば、言葉を全部を基本方針の中に全部上に持ってき

てしまって格上げしてしまうのはどうでしょうか。 

 

会  長： 農地を含む緑地という言い方はありますね。 

 

委  員： 府中で自然が色濃く残っているということになりますと、浅間山が

１つなんでしょうけれども、あとは、国分寺崖線。あれも１つ大きな

要素ですよね。林だとか森とかという言葉が入ってもいいような気が

しますね。 

 

会  長： 崖線は府中としては非常に特徴あるものですよね。恐らく縄文・弥

生からあそこは大事に扱っていたはずです。 

 

委  員： 私は、農地を１つ立てたほうがいいなと感じています。そこに、も

う１つ、崖線と樹林地の方針ということでもいいのかなと思います。 

 

会  長： そうですね。一番上の樹木を守りというところに崖線を入れるとい

うふうにすれば。２番目に農地の方針が来て、良い感じかと思います。 

 

委  員： 樹木、樹林地、崖線。そして、その下の項目に①と②の間に農地と

いうのを入れて、３本立てになっても全然いいですよね。 

 

事 務 局： 1 点、情報提供になります。昨年の 12 月に東京都からプレス発表が
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ありまして、府中市内の崖・崖線の 24 カ所に、土砂災害警戒区域と

いうものが指定されました。今後については、東京都より説明会を開

催するという情報は聞いております。当然市有地もございますけれど

も、民有地の崖地・崖線もあるので、そこら辺をどういうふうにして

いくのかという、これからの課題ではあります。今回基本計画の検討

をさせていただいている中で、並行してそういった事案が出てきてし

まっているという現状がございます。 

 

委  員： 一番重要なのは、府中崖線がなくなってきているということです。

どんどん開発地になってきており、特色のある崖線の自然が大分壊さ

れてきているかなと感じています。ですから、そういうことを保全し

ていくのも１つの方法かなと。それは府中にしかないものではないで

しょうけれども、府中の特徴の１つでもありますから、あれは残して

おきたい。今は一部市が借り上げて管理しているところもありますよ

ね。それはそれのあらわれの１つかなと思いますので、府中崖線も忘

れずにおいていただければと思います。 

 

会  長： 崖線は縄文・弥生から非常に大事なところでして、地域の人が使っ

てきたところですよね。崖線の下は小さな水がありますから、そこで

米をつくるというのが恐らく弥生の初期からあったわけで、安定した

地盤だと考えらます。崖線が土砂災害警戒区域に指定されたというの

はどういうことですか。 

 

事 務 局： はい。西府の崖線ですとか、高低差があってハケになっているとこ

ろが指定されてきており、要は上の段にお住まいの方の住宅もちょっ

と一部取り込んだり、ハケ下のところの一部住宅も取り込んだ形で、

そういった住宅を含めた形で区域の指定をしてきています。 

 近隣市では、国立市が昨年度ですか、平成 29 年度にそういった箇

所に土砂災害警戒区域の指定を受けています。引き続き今年度、30 年

度に府中市においてもその崖線、ハケのところの指定を東京都がして

きているということで、西府だけではなくて、もう少し競馬場のほう

へ来ますと清水ヶ丘ですとか、もう少し東のほうへ行くと白糸台の崖

線とか、そういった一連の崖線のところを部分的に指定してきている
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という状況でございます。 

 

会  長： 都市化に従って災害が起きるような状況になってきたということで

すか。 

 

事 務 局： 災害が起きることを想定して警戒をする区域として東京都は指定を

してきているというところです。 

 

委  員： その件に関して、中央防災センターで具体的にお話を聞いてきまし

た。５月に崖線の住居の人たちを対象にして住民説明会があるとのこ

とです。広島とかあちらのほうで大きながけ崩れがあって、その影響

から見直そうということで、指定をしているそうです。この答申が予

定どおり３月であれば、都も素通りしていくんですけれども、９月ま

で延伸するとのことですので、このことも意識せざるを得ないかなと

思っています。 

 

会  長： 府中市の場合はかなり安定した崖線だと思いますけどね。 

 

委  員： そうなんですけれども、やはり他県で相当崖崩れがあって、温暖化

の影響でまたどんどんそういう崖崩れとか雨も多くなって、そういう

流れでやはり東京都ももう一度見直しということをされているのだと

思われます。 

 

委  員： 私たちが今管理をしている狭山丘陵のほうの切り通し公園もほとん

どそういうふうに網掛けされてきていて、かなり安定しているなとい

うところでも、どういう基準なのかなとは思うんですけれども、広く

かけているようですね。それが今回の基本計画の策定についてどうい

う影響があるかというところなのですが、そのあたりはどうなのでし

ょうか。 

 

事 務 局： はい。今回、まだ東京都の進め方も含めて説明会も開催されていな

いところがあって、市としてもこれからどういう保全をしていくのか

というのもちょっと課題にはなっております。今回この協議会の中に



11 

 

おいてもご意見をいただきつつ、市の考え方もあわせて盛り込んでい

ければ一番いいのかなというふうに考えております。 

 

会  長： 少なくとも縄文末期から弥生にかけてあそこで人が住み始めて、崖

線すぐ下には清水がありますから、その清水を使って農業、稲作もや

られた地域なんですね。そこがにわかに危険だからコンクリートとい

うわけにはいかないという気はしまして、何らかの形で工夫しなけれ

ばいけないと思います。 

 

委  員： 崖線の表面を見ますと、かなり大きな石が露出しており、それを見

ますと、山の岩石じゃないんですね。昔、川もありましたから丸い岩

石です。完全に川岸です。それがいっぱい出ているわけですね。 

  そういうこともありますから、ぜひそういう崖線独特の文化という

のは残していきたいなと思っています。 

 

委  員： それから、崖線に東京都名水 57 選ってあります。府中で唯一だと

思うんですけれども、そこの上部がせり出してきている。こういう状

態がいつ崩れてもおかしくないというか、そういうことは公園緑地課

さんにも申し上げていますけれども、やはり現在のところ手の施しよ

うがないというか、だから、今のところ観察するだけですね。まだ大

丈夫かなとか。あれ、つぶれたら、残念ながらもう水がなくなっちゃ

いますから。 

 

委  員： 時間的なことから、今日のゴールを確認したいのですが、基本目標

はある程度これでいいですよねということになって、基本目標と取り

組み施策の整合性とかを見ていくところかと思います。５つ基本目標

がありますが、あと１時間も無い中で確認するのはちょっと厳しいの

かなと思います。全体のスケジュールが少し延びたことも踏まえ、ど

の辺までをゴール地点とすればよろしいのでしょうか。 

 

事 務 局： ご議論いただきましてありがとうございます。市のほうもそういっ

た内容で半年間延長しまして、実質的に内容の濃いもの、それから、

ポスターセッション等でいただいた意見をしっかり反映させていただ



12 

 

くということの中で、いま一度基本目標をもとに基本方針と施策を再

構築したいと思っています。 

 今日のところは、基本方針の部分については、今できればある程度

骨子の部分、基本計画の大半部でございますので、ここについてある

程度方針づけをしていただきながら、追加するところがあれば、ご提

案をいただければというところでございます。 

 

委  員： であれば、今日は基本方針のところを確認しましょうということで

よろしいですか。 

 

事 務 局： はい。あと、もう１点なんですが、これまでいただいた意見ですと

かポスターセッションの意見、具体的な施策の方から上がってくる基

本方針というのも実はございます。インフラマネジメント計画につい

ては、具体的な施策としては出ておりますが、緑の基本計画の基本方

針には今のところ位置づけがないというようなことでございます。ま

た、基本方針は今回ご議論いただきまして、少し足りない分があれば、

基本方針の中に入れさせていただきながら、一度庁内の検討会でもそ

こら辺を議論させていただいた中で、次回に改めてご提示をさせてい

ただきたいと思っております。 

 

委  員： ありがとうございます、ここでもちゃんと基本方針は話し合って、

庁内検討会でも話をしていただいて、次回にそれを合わせた形でとい

うことですね。では、もう一度改めてご説明頂けますか。 

 

事 務 局： はい。ただいま基本目標の①については、十分なご議論をいただい

たと思っております。農地等のことについて基本方針を立てていこう

ということで、ご意見として頂戴いたしました。 

 続きまして、基本目標の②でございますが、ご説明させていただき

ますと、「ともに緑のまちづくりに取り組み、地域とのつながり・コ

ミュニティを醸成する「緑育」のまち」というところでございます。

その中で、基本方針として、①、「市民・事業者・行政がそれぞれの

役割を理解し、協働します」ということ。その中の具体的な施策とい

たしまして、イメージを持っていただくために、本日資料を追加して
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おります。資料４を見ながら、この基本目標②についてはご説明させ

ていただこうと思います。並べてごらんいただければと思います。 

 

委  員： 基本目標①もありますよね。 

 

事 務 局： はい。基本目標①についてもつくっておきました。基本目標①につ

いては今ご議論いただきましたので、基本目標②からご説明させてい

ただきたいと思います。 

 

委  員： 結構、具体的な内容ですが、これを話し合っていると、時間が無い

ため、次回に議論するというところでいいんでしょうか。これはまだ

イメージですよね。 

 

事 務 局： まだイメージです。具体的な施策については、頭出しをさせていた

だいていますので、こんなところから少しずつ絞り込んでいきたいと

いうふうに思っております。 

 

委  員： 決まっているわけではないということですね。 

 

事 務 局： ご理解のとおりです。ただ、今回、右上にタイトルがございますが、

取り組みの施策項目イメージということで、これから基本方針に基づ

いて具体的な施策を抽出していきたいというふうに思っております。

ただ、言葉だけだとわかりにくいのかなと思いまして、写真を入れな

がら、施策に係る基本的な考え方と具体的な個別の施策などについて

もパンフレットにさせていただいております。 

 

委  員： ここの写真のあるものというのは、こちらの資料 3 で言うと、一番

右側の文字のところの項目をイメージとしてわかりやすくしたという

ことでよろしいですか。 

 

事 務 局： はい。 

 

委  員： 皆さんよろしいですね。 
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委  員： まちなかきらら制度しか書いていないんですけれども、これはそれ

でいいんですね。 

 

事 務 局： まちなかきらら制度は今の基本目標②の右下のところに記載させて

いただいています。最終的にはこちらの位置づけていきたいと考えて

おります。資料３のほうにはきららという表現はございませんが、資

料４のほうにはしっかり記載させていただいております。 

 次回具体的な施策の検討をさせていただきますので、次に進めさせ

ていただければと思います。申しわけございません。ちょっと駆け足

になってしまいますが、よろしいでしょうか。 

 

委  員： この基本目標②のところをご議論いただいてもいいですか。 

 

事 務 局： そうですね。はい。お願いいたします。 

 

委  員： 資料４の具体的なことは緑の基本計画の具体的な取り組み施策のと

ころで入ってくるということですよね。では、ここは協働とか地域と

か連携とかそういったところだと思うんですが、何か皆さんから追加

とか足りないところとかあれば。 

 では、私から、すみません、府中市はせっかく東京農工大学があり

ますので、教育機関と言うと、小中学校とか高校とかというイメージ

があるんですけれども、研究機関との連携というのは触れていきたい

かなと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

委  員： 基本方針①のところに。 

 

委  員： はい、そうですね。 

 

委  員： 「市民・事業者・行政・研究機関がそれぞれ～」と。 

 

委  員： 市民の中に何がどれだけ入るのかというのもあるんですけれど。 
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委  員： そうですね。研究機関ってあったほうがいいですね。 

 

委  員： あったほうがいいかなと。大学をどんどん活用させていただけると。

会長、いかがでしょう。 

 

会  長： 良いと思います。 

 

委  員： いずれにしろ、けやき並木の保護、後継樹の育成とかって、学校の

生徒たちがやっているから、研究・教育機関みたいな感じですね。 

 

委  員： そうですね。研究・教育機関とかそういう感じですね。 

 

委  員： ボランティアで困ったことは、かなり高齢化してしまっているんで

すね。参加している人たちがいないということなんですよ。ですから、

その予備軍を育てるシステムみたいなものがあれば。 

 

委  員： 人材育成の仕組み。 

 

委  員： そうですね。ですから、もっと長い目で見ると、小学生が自然に親

しむような機会をつくってあげるといいかなと思いますけどね。 

 

委  員： 今、東京農工大学との連携と言われたんですけれども、実際行政と

東京農工大学の連携というのはできるものなんですか。できるという

か、直の結びつきというのはできるんですか。また、研究機関を東京

農工大学と限ってしまってもいいのでしょうか。 

 

委  員： 農工大学との連携はできると考えます。また、記載の仕方としては、

研究機関と書きます。 

 

委  員： わかりました。 

 

会  長： 小中学校も入りますし、色々な形での協働。 
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委  員： さっき言った若手育成にもなるし。 

 

委  員： 若手育成は、教育機関との連携だけではなくて、人材育成の仕組み

をきちんとつくるというのを明確に書いたほうが私はいいと思ってい

ます。どこかに入っていますでしょうか。 

 

委  員： 次の基本方針②のところの右側にちょっと書いてありますね。「市

民団体・教育機関等の育成・連携」ということが。 

 

委  員： これは育成・連携というのが、教育機関を育成するって変だなと思

いまして、「市民団体・教育機関等との連携」というならわかるので

すけれども、育成というのが、市民のそういう色々な人たちを育成し

ていくというところかなと思っています。私たちも浅間山公園・区立

公園で色々な人材育成のプログラムをやったり、浅間山自然保護会に

色々ご協力いただいて進めているんですけれども、そういった人材を

育成して、少しずつそういう若い方も入ってくるような何かをつくっ

ていくというところも書いておいたほうがいいかなと思います。 

 

委  員： １つの例で申し上げますと、浅間山の近くに若松小学校と浅間中学

校があります。若松小学校の中には浅間山班というのが設置されてい

ます。これはＰＴＡがやっています。毎年その人材は変わるんですけ

れども、ＰＴＡを中心に年２回、私ども全山清掃して来てもらってい

るのはかなり戦力になります。親子で 80 人ぐらい。浅間中学につき

ましても、春と秋、奉仕活動をやってもらっています。これも生徒会

が中心になって人を集めたりしていまして、それで、１回当たり生徒

が 200 人以上来ます。すごい大きなことなんです。始めるまでには何

のための開催かというところから話をして、それでやってもらってい

ますから、そういうところがあちこちにできてくることになれば、そ

れは子供たちだけではなくて、親御さんなんかも関わって頂けるかと。

親御さんを引っ張り出すには子供を引っ張り出すのが早いのかなとい

うふうに思わないでもないですね。ですから、若松小学校でやる親子

での参加型というのは非常にいいことかなと思っています。 

 それはただ清掃だとかに来てもらうだけではなくて、やってきても
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らったお礼に私たちが招待するんです。これはヤマユリの鑑賞会です

とか、あるいは、ダイヤモンド富士の鑑賞会というふうに招待してい

ます。これは学校を通じてやるのではなくて、ＰＴＡのリーダーと私

で直接話をしてやっています。すると、喜んで来てもらうことができ

ていますから、そういう仕組み自体がつくれればいいのかなと。 

 そうすると、武蔵台公園にしましても、近くに武蔵台小学校ですと

か中学もございますし、そういうことをうまく連携してやれれば。 

  今、子供たちにかかわるといろいろ事故や事件なんかありますけれ

ども、子供たちがいかに自然の中で育ったかということによって、大

人になったときにそういう嫌な事故が起きるようなことを抑えられる

ということも研究されているようですから、ただ掃除してもらうとい

うことだけではなくて、そういう仕組みをつくりながら、今の子供た

ちを教育する場があるといいなと思います。 

 

委  員： 浅間山はそういう形でやられていて、普及・啓発というところで、

今、基本方針①の右側の「自然保護意識の普及・啓発」というところ

に当たり、普及・啓発の仕組みをつくるというところが重要だなと思

いました。あと、リーダーを育成していくための子供たちの環境教育

というものの仕組みを広げていくことと、もう１つ、活動されている

方々の知識や技術の向上に向けた場をつくっていくというところをで

きたらと思います。農工大の先生に講師になっていただいたり、実際

に現場で活動をやっている方々に講師になっていただくというような、

そういう人材育成講座ですね。自主的な活動を支える人が実施すると

いうことは、イコール、人材育成だと思っていますので、そのあたり

も書き込まれるといいのかなと思います。 

 

委  員： 委員からもお話あったのですが、府中まちなかきららですね。これ

は基本方針①、②、これの一番上にある両方にかかってくる問題だと

思っています。府中まちなかきらら、これも是非ここに加筆していた

だきたいと思います。府中まちなかきららは、ただのお掃除だけでは

もったいないです。こんなせっかく素晴らしい名前なんですから、一

歩踏み込んで、もっと拡充してどんどん進展させていくのが、やはり

これからの市にとって本当に市民協働を推進するものではないかと、
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より一層思います。 

 

委  員： ありがとうございます。事務局いかがですか。 

 

事 務 局： 基本目標②につきまして、本当に自ら市民活動をされている皆様方

の生の声ということで、しっかり受けとめさせていただこうと思いま

す。特に今、小学生・中学生に関する教育機関と、それから、農工大

学・農業高校というすばらしい教育機関が府中市内にございますので、

そこについては連携ということで進めていくということで、もう少し

しっかり具体的な表現をさせていただくといいのかなというふうに思

いました。 

 あと、まちなかきららについては、確かに委員がおっしゃるとおり、

両方にはかかってきてはおりますが、連携という意味では、基本目標

①ということで、しっかり制度を確立していくと。まちなかきららは、

今、清掃と草刈りとかそういったものだけになりますので、もう少し

発展的な草花を植えたりという声もいただいているところでございま

すので、まちなかきららの活動についてさらに何か後押し・サポート

的できることがあれば、施策として項目を追加したいと思います。 

 

委  員： お願いします。 

 

委  員： 施策の整理に関してです。基本方針①と②が、役割を理解して協働

するということと、あと、支えの仕組みを実施するという２つに分か

れていますが、情報共有の仕組みの構築というのは、緑の活動に関す

る情報提供というのは実質的な活動を支える仕組みのほうなのかなと

考えられます。あと、市民団体・教育研究機関等の育成・連携は、協

働の方にぶら下がるのではないかなと思いますね。もう一度見直して

いただけるといいのかなと思います。 

 

事 務 局： はい。２本柱のところの適切なところに施策を位置づけたいと思い

ます。 

 

委  員： あとは、基本方針①の文言の、「市民・事業者・行政が」とあるん
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ですけれども、色々なものが漏れてしまうと思うので、例えば「市

民・事業者・行政“等”」とか、パートナーシップをここで表現しで

きればと思いますので、書きぶりを変えていただいたほうがいいので

はないかなと思います。 

 

委  員： 企業と連携するという方向で１つ書いてありますが、実際にうまく

いくものなのでしょうか。 

 

事 務 局： 1 点、参考事例をご紹介いたします。Team 雑田堀という、雑田堀の

環境改善ですとか生物多様性について地域の方が取り組んでいるグル

ープがございます。その中に市も加わっておりますが、そこにサント

リー株式会社武蔵野ビール工場がございまして、ちょうど用水が今枯

れているところがございまして、サントリーのビールのためにくみ上

げている地下水を雑田堀のほうに流していただくという取り組みを行

って頂いています。更に、ただ、水を流すだけではなくて、社員の方

に土日の活動に出てきていただいて、パンジーやビオラを植えたりと

か雑草を刈ったりということもしていただいています。 

 

委  員： あとは、企業というと、例えば農業者とかそういう方々もぜひ連携

させていただきたいなと思っております。私たちがやっている緑地会

議は、色々な参加カテゴリーの皆さんとご一緒させていただいている

んですけれども、企業というと農業者というイメージがちょっとなく

なってしまったり、逆に事業者というと企業というイメージがなくな

ってしまったりしがちです。事務局の方でも検討して頂いて、良い言

葉を入れていただければと思っています。 

 

委  員： 農業も法人の方は事業者というイメージがつきますけれども、個人

の方も十分にお仕事をされていらっしゃると思うんですけれどもね。 

 

委  員： それこそ私たちもカフェとか地元のパン屋さんとかとも連携させて

いただいているので、そういう方々も含められればと思っています。 

 

委  員： 個人経営の方々ですね。 
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委  員： 府中市はやはり企業が非常に多く、東芝さんとかサントリーさんと

かいらっしゃるので、そこは連携しない手はないなと思います。企業

の方に私たちのことだとわかるような記載はしていただけるといいか

なと思っています。 

 

委  員： リフレッシュ休暇とかボランティア休暇とかとるといいですよみた

いに都のほうが働き方改革の中でも決めているじゃないですか。あれ

で補助金を企業はもらえて、しかも社員の人たちはリフレッシュとか

ボランティア休暇でどこかへ行かなければいけないんです。そうする

と、ぜひここに来てくださいみたいな、そのまま誘致するというか、

ストーリーをもう用意しておくと、来やすいですよね。 

 

委  員： その流れをつくりたいですね。 

 

委  員： 選んでもらえるように、会社さんのパンフレットにここの府中の農

地とか樹林を書いてあるとかね。 

 

委  員： そうなんです。そういうふうにしていけると一番いいなと思います。 

 

事 務 局： それでは、目標③のほうに移らせていただきたいと思います。 

 続きまして、目標③でございますが、「身近な緑を守り、ふやすこ

とで、暮らしの場にふさわしい環境が形成された「緑育」のまち」と

いうことで、基本方針につきましては、４つの基本方針を定めており

ます。 

 まず、１点目です。公共施設の緑化を進めます。２点目、暮らしの

場の緑を守り、増やしす。３点目、開発事業における緑化を適切に誘

導いたします。４点目、生き物の生息環境に配慮した空間を保全・確

保します。 

 このような中、まず、公共施設につきましては、道路それから屋上

緑化等、そういった都市型の緑化、壁面緑化も含めまして進めていく

ということでございます。 

 暮らしの場の緑化につきましては、次のページに少し入れておきま
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したけれども、屋敷林、昔ながらの町家が残っている場所については、

屋敷林がところどころ状態のいい形で残っております。こういったと

ころも保全を図っていくということ。それから、街角空間の緑化。こ

れは市民花壇・公共花壇等の維持管理ということでございます。あと、

緑化重点地区の指定ということで、今後新たな都市計画ですとか都市

緑地法に係る土地の指定については積極的に取り入れていこうという

考えでございます。 

 続きまして、開発事業における適切な誘導ということで、府中市に

おきましても微増でございますがまだまだ人口がこれから増えていく

ということもございます。その中で開発行為、土地の開発、建築計画

という中で、提供公園、それから、敷地内の自主管理緑地については、

適切な形で誘導していくということでございます。 

 最後に、生き物の生息空間の保全ということで、浅間山、それから、

武蔵台公園については、日本古来の固有種、昆虫・植物というところ

の生育環境の調査をしながら、環境の保全、貴重な植物の保護を図っ

てまいりたいと思います。以上でございます。 

 

委  員： こちらについても皆さんのご意見をいただければと思います。あと、

こちらのイメージのほうもありますよね。 

 

事 務 局： はい。裏面の左側、縦２つが緑の視点の２つの項目を入れさせてい

ただいています。屋敷林と生き物の生息空間の保全の活動の様子を写

真で載せさせていただきました。 

 

委  員： 最近テレビで見ていると、池の水をみんな抜いて、在来種、外来種

だと分けてきれいにしているところがあるんですけれども、府中市は

そういうことってやらないんですか。 

 

事 務 局： 実はそういったご意見をよく聞かれまして、郷土の森の修景池です

とか、しょうぶ池等もございますが、今挙がったこの２つの池につい

ては人工池で、昔は池がなかったところをコンクリートで池をつくっ

たところでございますので、特に在来種・固有種というのがないので、

今のところそちらの池の水を抜いてということは考えていないです。 
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委  員： じゃあ要するにそういう被害に遭ってないと。 

 

事 務 局： 今のところはですね。それと、多摩川というのはちょっと別になり

ますが、池・沼というのが市内では生育環境があまり保全の必要とい

うのはないものと認識しているところでございます。 

 

委  員： それはいいですね。そういうのにお金がかからない。府中にはそう

いう対象になるような池がないということですね。 

 

事 務 局： 先ほど申した箇所以外ですと、例えば用水が考えられますが、どう

しても農閑期については水が枯れてしまいますので、生態系があまり

大きな生態系にならない。昆虫ですとか小鳥程度のもので、大きな何

か固有種がずっと住み続けるというような場所が無いのが実態です。 

 

委  員： 本当は冬に水を張っておく田んぼが１つあるだけでも、生物が滞在

する場所を確保できるのですが、その辺も具体的な施策でやっていき

たいところです。 

 私からなんですが、基本目標で、民有地における緑の保全・緑化が

重要というふうな書き方をされているんですけれども、この内容が方

針の文として出てきていないなと思っています。「暮らしの場の緑を

守り、増やします」というのがそれに当たるのだろうなと思うところ

ですが、民有地における緑の保全や緑化というのを進めていくという

文言がどこかに欲しいかなと思っています。 

 あと、「開発事業における緑化を適切に誘導します」という開発事

業に関する緑化というのはあるのですけれど、ほかに企業が持ってい

る緑地とか認定市民緑地制度のような制度を使っていくとか、そうい

った制度的なところの運用みたいなところをどこかに入れていただけ

るといいのかなと思いますね。 

 もう１つは、生き物の生息空間の話です。ここはもう毎回なんです

けれども、ここが一番弱くて、ちゃんと調査して、モニタリングをし

て、それを分析して、目標の計画をつくって、その目標に向かって皆

さんと一緒に本当に保全していくんだというような流れがないと、た
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だお題目だけ入れて終わってしまうんですよね。だから、ここの取り

組み施策について、今書いてある生き物の生息空間の保全と調査を具

体的にどう進めるとか、イメージが出てくるものが欲しいかなと思っ

ています。 

 それから、先ほど委員がおっしゃっていた、街角の中の菜園的なと

ころとかというのが、農地なのか、それとも、こういう市民花壇か市

民菜園みたいなイメージなのかということがあるんですが、街角の中

にたくさんの小さな緑の場ができていくというイメージだとすると、

ここに入ってくるのかなと思っています。基本方針②の右側の街角空

間の緑化というところあたりかなと思います。 

 

委  員： 基本方針③と④の施策がもう少しあってもいいのかと思います。開

発事業における緑化。これのイメージ写真ってあるんですかね。こっ

ちはないですね。開発事業における緑化の適切な誘導というのは、過

去で言うとどういう例がありましたか。 

 

事 務 局： はい。府中市の地域まちづくり条例の中で、面的な面積の部分の規

程がございまして、中高層の建物については敷地の３％・４％の緑化

を、それから、大規模な開発行為、例えば 3,000 平米とかかなり大き

い敷地になりますと、提供公園の設置をお願いしたりしているケース

もございます。加えて、面積の中でどういった樹木を植えてください

とか、そこには地域のコミュニティとなるような形で道路に面して周

りの方も利用ができるような形の緑地をつくってくださいと、こうい

った指導もさせていただいております。 

 

委  員： そういうのを書いておくとすごくいいですね。それと、そういう人

たちに役に立つような、こういう木を選ぶといいですよみたいなガイ

ドブックみたいなのがあると、きっと皆さんも選びやすいかもしれま

せんね。 

      現在、府中市内に市民緑地はありましたか。市民緑地制度の市民緑

地です。民地だけれども開放されているような場所になります。 

 

事 務 局： 市民緑地はございませんが、小柳町と清水ヶ丘にございますが、崖



24 

 

線の保全をしていくために民地の自然樹林地を府中市が管理をしてい

ると場所はございます。ただ、傾斜地になってございますので、なか

なか近所の方が入っていくとか、そういった場所ではありませんが。 

 

委  員： どういう制度でやっていらっしゃるのですか。 

 

事 務 局： 所有者と市が管理協定を結びまして、表面の部分とそれから樹木等

の剪定等の管理を行うというものでございます。 

 

委  員： そういう管理協定というのをこれから進めていけるといいのかなと

思います。この開発事業だけだと、小さい緑地がいっぱいできて、逆

に管理が大変になっているというのがどこの自治体でも聞く声です。

本当に小さくて使えるような使えないような草がぼうぼうになって蚊

が出て苦情しか来ないみたいな緑地が増えていくだけというのは避け

たいなと思います。なので、そこのところをどういうふうに書きぶり

をするのかというのと、府中市は市民緑地制度を使わずに既に独自の

協定でやられていますので、市が入ることによって保全されていくと

いうようなあり方みたいなものをここで位置づけて、そういうやり方

もあるんだと、所有者の方が気づくような形にできるといいなと思い

ます。宜しくお願いします。 

 

事 務 局： 企業の開発だけに伴わず、今あるところについても積極的に市のほ

うでお声がけをしながら緑地を残すという形で取り組んでいければ思

います。１点、参考ですが、大國魂神社が持っている大きな樹林地、

それについて市のほうで管理をしたりとか、神社・お寺、こういった

ところについては協定を結んで管理をしているところもございます。

屋敷林等についても市民緑地制度等の活用に向けた調査・研究をして

いきながら保全していきたいと思います。 

 ここで申しわけありません。会場の時間の都合で 16 時 30 分という

デッドラインがございまして、できましたら 20 分ぐらいまでに、本

日の議論を終えて片づけをさせていただければと思います。進行のほ

うが滞っているところでございますが、大変申しわけございませんが、

あと２項目、どうかよろしくお願いいたします。 
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委  員： ２項目ですけれども、足りないところは次回に持ち越しでもよろし

いですか。 

 

事 務 局： はい。 

 

委  員： それでは、基本目標④と⑤が残っていますが、あと５分で議論はで

きませんので、次回に改めてご意見いただくという形でよろしいでし

ょうか。 

 

会  長： それでいきましょう。脱線しないようにしないと。 

 

事 務 局： では、副会長からご提案いただきましたとおり、基本目標④と⑤に

つきまして、次回、引き続き、ご議論頂ければと思います。 

 

 

「（２）今後の検討協議会の内容（案）及び実施スケジュール（案）について」 

事務局より資料内容を説明 

 

会  長： よりより計画にしていくため、検討協議会の期間を半年延伸したい

とのことですが、みなさん如何でしょうか。 

 

一  同： 異議なし。 

 

会  長： それでは半年延伸し、内容を深めていくことでお願い致します。さ

て、次回の協議会ですが、各委員の都合より、事務局は「4 月 23 日

14時～」にて調整して下さるようお願いします。 

 

＜３：その他＞ 

特になし。 

以上 


